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１号棟 高架水槽詳細図２号棟　建具表（2）

２号棟　基礎伏図・基礎配筋図

２号棟　柱断面表・各伏図・柱梁リスト

２号棟　配筋図（その1）

２号棟　階段配筋詳細図・梁・小梁リスト・各断面

２号棟　床配筋図

電気設備図

１号棟　電灯幹線系統図・TV配線系統図

１号棟　幹線系統図

１号棟　幹線設備　1.2階平面図

１号棟　幹線設備　3.4階平面図

１号棟　電灯配線平面図・照明器具姿図

１号棟　各住戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ平面図

１号棟　警報ベル系統図・階段等及び外灯系統図

１号棟　動力配線系統図他

２号棟　配置図 電話配管図 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤結線図

２号棟　幹線系統図

２号棟　幹線系統図・平面図

２号棟　電気設備仕様書・器具表

２号棟　幹線・各系統図

２号棟　電話配管仕様書・配管系統図

２号棟　テレビ共同ｱﾝﾃﾅ屋外配線図・系統図

２号棟　各住戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ配線図

機械設備

１号棟 給排水 RF平面図･PS詳細図･支持金具詳細図

１号棟 給排水衛生設備平面図・換気設備平面図

１号棟 屋外排水配管平面図

１号棟 受水僧・ポンプ室配管詳細図

１号棟　給排水設備系統図・機器表

１号棟　ポンプ室平面図

表紙

図面目録

解体工事特記仕様書(2)

解体工事特記仕様書(3)

配置・案内図

共通1・2号棟 仮設計画図

共通1・2号棟 地積測量図

1号棟　仕上及求積表

１号棟　各階平面図・天井伏図・床伏図

１号棟　東・西・南 立面図 断面図

1号棟　階段平面及断面詳細図

１号棟　矩計図

１号棟　各部詳細図・展開図

１号棟　各部詳細図

１号棟　ﾎﾞﾝﾍﾞ庫･平面･立面･断面詳細図

１号棟　受水槽･ﾎﾟﾝﾌﾟ室･焼却炉廻り･ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

１号棟　各階伏図･基礎･地中梁リスト

１号棟　柱・梁・ｽﾗﾌﾞ各配筋リスト及階段配筋図

１号棟　３通り・A通り　配筋詳細図

１号棟　４通り・C通り　配筋詳細図（2

１号棟　平面詳細図

２号棟　平面及床伏図・天井伏・面積計算書

２号棟　南・北立面・断面図

２号棟　１F～４F 各室共通平面詳細図 仕上表

２号棟　矩計図

２号棟　階段詳細及平面･各面詳細図

２号棟　部分詳細図

２号棟　展開図

２号棟建具表（1）
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A-01

M-12

M-13

M-14

M-00

解体工事特記仕様書(1)

１号棟 ガス設備図

２号棟　機械設備給排水衛生設備　器具表、配置図

２号棟　屋外給排水配管図 系統図 浄化槽据付詳細図

２号棟　ポンプ室配管 高架水槽詳細 屋上貫通詳細図

２号棟　平面詳細図 (配管)

２号棟　平面詳細図 (汚水配管図)

２号棟　屋内給排水断面詳細図



敷地面積 2,006.55　㎡

延床面積 1.140.12　㎡

建築面積　285.12　㎡

RC造　地上4階建て、(24戸)　

騒音、振動、粉塵等の公害防止については、万全の対策を施し、近隣に対して、

特殊な廃棄物

特別管理産業廃棄物

　２．ガラの大きさは 15cm角程度以内とする。

　順次場外に搬出すること。

1)取壊しガラ(コンクリート、材木等）は各々所定の場所に分別集積し、

7)産業廃棄物は、産業廃棄物処分場へ搬出、適正処理する。

6)ガラスを収集し、リサイクル可能なものと産廃処理するものに分類し、

蛍光灯・水銀ランプ　　　処理方法：許可を受けた専門処理業者にて回収

フロンガス　　　　　　　処理方法：許可を受けた専門処理業者にて回収

廃酸・廃アルカリ　　　　処理方法：許可を受けた専門処理業者にて回収

廃油　　　　　　　　　　処理方法：許可を受けた専門処理業者にて回収

ＰＣＢ含有シーリング材　処理方法：監督職員の指示した場所に保管
ＰＣＢを含む機器類　　　処理方法：監督職員の指示した場所に保管

廃石綿等（アスベスト）　処理方法：許可を得た最終処分場で埋立処分

　リサイクル用ガラスをリサイクル処理工場へ搬出する。

5)コンクリートガラを収集し、再生処理工場へ搬出、再生砕石として有効利用

4)処理材は下記により、処置した上処理場に搬入すること。

3)建設副産物の発生の抑制、再資源化の促進及び適正処分に留意して解体を

2)設備機器類等は全て場外処分とし、現場内での焼却、埋込み等は禁止する。

  する。

　１．コンクリートガラとアスファルトガラは混入しない。

　４．鉄筋・メッシュ等はひげにならないように切断する。

　３．粘土・土・煉瓦・木クズ・ゴミは混ぜない。

　行うこと。

受注者は、工事の進捗、材料の搬出入、天候等の状況を現場日誌に記入し、

再利用及び再生資源化を図るもの  （・受注者の分別解体計画による）

発注者に引渡しを要するもの      (・            　 　 　　　　）　

搬入日時・　処分地の写真等を報告書にまとめて監督員に提出すること。

解体材・産業廃棄物の報告はマニフェストシステムを採用し、処分地への

工事写真等を添付し、監督員に随時報告すること。

施工業者の標準仕様により施工すること。

特記仕様書及び共通仕様書に工法が記載されていない材料は、製造所

及びバルブ止めとする。

事前協議を行うこと。電気･水道･ガス等の設備については、解体撤去

それに要した費用はすべて受注者において負担するものとする。

本工事施工に際し、給水管、ガス管、電気引込み線の閉栓及び断線等、

得られるよう努めること。

及び万一の場合の補償等について行い、関係住民等から合意と協力が

説明に際しては、解体工法･公害防止対策･道路使用計画･安全対策･作業時間

近隣住民等に対し説明会又は戸別に説明を行うこと。

解体工事施工計画書を速やかに監督員に提出し、承諾を受けた後、

工事着手前に、近隣住民に対し工事の概要等に関する説明を行うこと。

工事状況を周知させる等、密接に対応して協力を得られるようにすること。

覆工板等の必要な措置を行うこと。

大型施工機械を使用する場合には、転倒防止等の安全対策に特に留意し、

与えた場合は,その都度直ちに監督員と協議し、復旧するものとする。

通行あるいは歩行に支障のないよう常に留意すること。なお道路等に損害を

本工事の資材搬出入のために使用する道路において、工事中他の車両の

※適用する

※工事写真

（６）「解共仕」、「標仕」に規定する事項は、受注者の責任において履行する

（５）特記事項に記載の （　　） 内表示番号は「標仕」の当該項目、当該図

（４）特記事項に記載の 「　　」 内表示番号は[解共仕]の当該項目、当該図

（２）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

こと。

又は当該表を示す。

又は当該表を示す。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（建築工

仕」という。）による。ただし「解共仕」に規定されている項目以外は、

・「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル〔2.10版〕(厚生労働省 H29年3月)

・「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの

※その他各地方にて定められている条例等

　　　　　　　　　　　　(国立研究開発法人建築研究所・日本建築仕上材工業会)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(日本建築センター)

・改訂版既存建築物の吹付けアスベスト粉塵飛散防止処理技術指針同解説2006

※建設副産物適正処理推進要綱

※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

※再生資源の利用促進に関する法律（資源有効利用促進法）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石綿粉じん飛散防止処理技術指針」

提出書類のうち施工計画書については監督職員と協議による。

[1.1.4]　

章

章

解体工事特記仕様書(1)
項目 特記事項

項目 特記事項

一
般
共
通
事
項

１

一
般
共
通
事
項

１

（３）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

適用

適用基準等

工事実績情報

道路復旧等

工事現場の

安全管理

公害防止等

事前説明

供給施設の

処理

工法の記載の

ない材料

報告

発生材の

処理等

1

2

3

4

15

16

17

18

19

20

21

22

工事写真 の撮り方　建築編（建設大臣官房官庁営繕部監修）【最新版】

受注者は廃棄物等の運搬に際しては、通行人の安全と一般車両の交通確保に

道路管理者の指示に従い、現場内の仮設道路においては受注者の責任において

通行路の維持管理及び復旧を行う。

しなければならない。工事用進入路及び周辺道路においては、警察署

十分留意し、道路交通法その他関係法令に従い、過積載等のないように

速やかに監督員に報告すること。

資材運搬等14

場外に搬出する発生材については、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、

なお、現況を示す図面と現況に差異がある場合は監督員の指示による。

図面のうち現況を表現しているものは、あくまで参考図とする。

理する。

廃棄物処理法その他関係法令等によるほか、副産物処理要綱に従い適切に処

工事完成までに必要な官庁等への諸届等は、労務･費用共受注者の負担とする。

工事に伴う諸手続きは、受注者が責任を持って遅滞なく行うこと。

受注者はその損害を賠償すること。

解体工事により、受注者の責に帰すべき損害が生じた場合、

　監督職員の承諾を受ける

※設備機器・配管の位置、取合い等が確認できる施工図を提出し

設計図書に関する優先順位は次による。

5）　建築物解体工事共通仕様書・同解説

3）　特記仕様書

2）　現場説明書

[1.3.5]　※現場説明書による

[1.2.3]　

[1.3.3]　※適用する

　・ 作成する        作成部数は現場説明事項による

　※ 作成する        製本作成部数は現場説明事項による

　※行う　　・行わない

[1.8.1～3][表 1.8.1]　

事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、

工事施工中、万一事故が発生した場合は、所要の措置を講ずると共に

配置する等、保安上万全を期すること。

ついては十分留意し、警察署・道路管理者等と協議の上、交通整理員を

通行人等公衆に危害・迷惑を及ぼすことのないよう特に車両の出入りに

講ずること。

工事施工に際し、危害防止、災害防止等については充分配慮し、適切な措置を

盗難その他の事故防止について留意すること。

工事現場の労働者、その他の出入りの管理、風紀衛生の取り締まり並びに火災、

安全衛労働生規則、消防法、電気設備技術基準その他関係法令を遵守し、

工事施工にあたっては、建築基準法、騒音規制法、公害防止条例、労働基準法、

完成図（竣工図（既存図面修正を行う））

保全に関する資料

ＣＡＤデータによる提出

の登録(CORINS)

設計図書の

優先順位

施工図等

電気保安技術者

施工条件

完成図等

損害賠償

官公署手続

現場管理

安全対策

現況図面

5

6

7

8

9

10

11

12

13

23

1）　質疑回答書

4）　設計図面

（１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁

提出書類

安衛則第90条

分
類

建
物

仮
設
物

道

路

特殊車両通行許可申請

道路使用許可申請

道路占用許可申請

道路自費工事許可申請

通行禁止道路通行許可申請

環

境

特定施設設置届

特定建設作業実施届

建設ﾘｻｲｸﾙ通知書

許可申請・届出

道路管理者

道路管理者

道路管理者

市区町村

警察署

警察署

市区町村

市区町村

市区町村

届出先

建築基準法第85条

道路法第47条

道路交通法第77条

道路交通法第８条

道路法第32条

道路法第24条

騒音規制法第６条

騒音規制法第６条

振動規制法第６条

振動規制法第６条

関係法令提出時期

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

備　考

使用開始７日前

使用20～30日前

使用3～7日前

使用3～7日前

使用30～40日前

使用25～40日前

開始30日前

開始７日前

開始7日前

環境の保全と創造に関する条例開始７日前市区町村特定工作物解体等工事実施届

確認

届出手続等

（事前調査）

設計図書の

官公署等へ

施工調査

準　備

業廃棄物等

事前撤去

切断

の作成
事前処置

特別管理産

残存物品等

付属物等の

ﾗｲﾌﾗｲ等の

施工計画書

近隣対策

作成

安全対策

工程表の

・整地

管等の撤去

（分別解体）（分別解体）（分別解体）

埋　戻

地下埋設配

構内舗装

杭の解体等

その他

建築設備

躯　体躯体以外

屋根葺材等

内・外装材

の確認･放電

の残留電荷

電気設備等

洗浄・消毒

浄化槽等の

害虫駆除等

[注]４．安衛則：労働安全衛生規則

ｱｽﾍﾞｽﾄ使用建築物に係る

解体撤去工事完了報告書
市区町村 条　例完了後

消
防

電
気

掘
削

安
全
衛
生

火
薬
類

給
排
水

ア
ス
ベ
ス
ト

適用事業報告書

沿道掘削願

建設工事計画届

クレーン設置届

事故報告書

計画書

各種近接工事協議書

河川護岸裏掘削願

工事中の消防計画届

危険物貯蔵取扱許可申請

圧縮ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ貯蔵取扱

臨時電力電灯申込

自家用電気使用申込

敷地内旧水道撤去願

給水装置新設工事申込書

下水道一時使用報告書

特定元方事業開始報告

建設機械等設置移転届

クレーン設置報告

火薬類譲受許可申請書

火薬類消費許可申請

取扱保安責任者選任届

アスベスト使用建築物

に係る事前調査報告書

アスベスト除去工事

河川管理者

消防署

消防署

消防署

電力会社

電力会社

水道局

水道局

水道局

労働基準監督署

労働基準監督署

労働基準監督署

労働基準監督署

労働基準監督署

都道府県

都道府県

都道府県

市区町村

労働基準監督署

労働基準監督署

労働基準監督署

道路法第44条

河川法第55条

指導事項

消防法第８条の２

消防法第10条

消防法第９条の２

電気事業法第70条

電気事業法第70条

条　例

条　例

条　例

労働基準法第８条

安衛則第664条

労働安全衛生法第88条

労働安全衛生法第88条

ｸﾚｰﾝ等安全規則11条

火薬類取締法第17条

火薬類取締法第25条

火薬類取締法第30条

条　例

労働安全衛生法第88条

労働安全衛生法第88条

安衛則第96条

近接物管理者

開始30日前

開始約30日前

開始30～40日前

開始14日前

遅延なく

開始15日前

2～3日前

使用30日前

使用40日前

7～10日前

15～30日前

7日前

遅延なく

遅延なく

あらかじめ

開始７日前

開始14日前

開始30日前

設置開始30日前

30日前

30日前

30日前

着工前

道路管理者

特定粉じん排出等作業完了報告書 都道府県 作業完了7日以内

 あらかじめ 労働基準監督署作業届  石綿障害予防規則　第５条

特定粉じん排出等作業実施届 都道府県 大気汚染防止法

環境の保全と創造に関する条例

第18条の15開始14日前

※足場設置14日前

建築物除去届 市区町村→
都道府県

解体前 建築基準法第15条 10㎡を超える建物

解体建物 延床面積80㎡以上 

騒音85ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 振動75ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 規制基準を

超える時は騒音・振動の防止措置を講じる事

部分の床面積の合計が80㎡以上である

【ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材料が使用され、かつ解体する

建築物の解体工事】

・延床面積1,000㎡以上

　受注者⇒環境保全課(⇒県民局へ送付)

・延床面積80㎡以上1,000㎡未満

　受注者⇒建築指導課(⇒県民局へ送付)

【ｱｽﾍﾞｽﾄの使用がない建築物の解体でも、

解体する部分の床面積の合計が1,000㎡以上

である建築物の解体工事】

・延床面積1,000㎡以上

　受注者⇒環境保全課(⇒県民局へ送付)

沿道区域内

河川保全区域内

ＪＲ等

共用建物の解体

10日以内の貯蔵

40kgf以上

50kw未満

50kw以上

31ｍ超の建物

足場（60日以上）

3tf未満

3tf以上

[注]４．

 ※：外壁石綿含有塗膜除去の場合

工事用仮設物概要報告書

が行う主な許可申請及び

届出

解体工事施工者

(主として受注者)

解体施工作業の流れ

尺
度

工事概要

図
番

営繕部監修の「建築物解体工事共通仕様書（令和 4年版）」（以下「解共

事編）（令和 4年版）」（以下「標仕」という。）による。

※「工事請負者事務手続要領」請負提出書類一覧による。

「営繕工事写真撮影要領」による。

現場内には窓口責任者(現場代理人が兼務も可)を常駐させ苦情・要望等に関し

ては迅速で誠意ある処置を講ずること。

件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

解体工事特記仕様書(1) S=N.S

令和６年１２月兵庫労働局 総務部 総務課 

A-02

１．工事名称 大久保宿舎解体工事

２．工事場所
明石市大久保町谷八木1191-51（一号棟）
明石市大久保町谷八木1191-53（二号棟）

３．工事内容 解体撤去工事一式

建屋及び基礎・周囲ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ･樹木･電気設備・機械設備･屋外工作物(埋設物含む）

の解体撤去

４．建築概要
（一号棟）

(ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ室)

建築面積　5.45　㎡
敷地面積 2,006.55　㎡

延床面積  5.45　㎡

CB造　地上1階建て、(1戸)　

敷地面積 2,006.55　㎡
建築面積   106.51　㎡

敷地面積 2,006.55　㎡
建築面積     6.00 ㎡

延床面積   426.24　㎡ 延床面積   　6.00 ㎡

CB造　地上1階建 (1戸)　

（二号棟） （ﾎﾟﾝﾌﾟ室）

(その他撤去対象)

RC造　地上4階建て、(8戸)　

外灯，受水槽､ﾍﾞﾝﾁ及ﾋﾞ日除ｹ､ﾊﾞﾘｶｰ､他

延床面積  35.00　㎡

  〃      17.50　㎡

  〃      12.50　㎡

  〃      28.00　㎡

敷地面積 2,006.55　㎡(計4戸)　S-1造　(自転車置場)

   〃     12.50  ㎡

建築面積  35.00　㎡

   〃     17.50　㎡

   〃     28.00　㎡



・杭・ラップルコンクリート類：撤去範囲（※解体する建築物すべて　・図示

　　監督員と協議の上、適切な調査を行うこと。

　　近隣に損害を与える可能性のある家屋等が他にも存在する場合は、

　　調査範囲　：監督員の指示を参考に影響を及ぼすと考えられる範囲

　測量データ及び写真等を監督員へ書面にて報告すること。

　境界ポイントは、解体工事着手前に調査(測量等)を行い、

　　　　　建築物直下は、基礎底レベルまで調査を行い、埋設物を残さないこと。

　　　　　　　（敷地内最終桝及びそれ以降の配管：※撤去　　・残置）

　　　　敷地外へ影響を与えた場合は、受注者の負担において、復旧を行うこと。

　　　　撤去を行うこと。

　　　　敷地際での地中埋設物の撤去においては、適切な工法・土留等を行った上で

　　　　調査を行い、埋設物を残さないこと。(調査、撤去・処分は、本工事に含む)

　　　　建築物直下を除くその他の範囲においては、現状地盤面より深さ約1.5m程度

　　　　(工作物・地中埋設物等含む）

・外構：撤去範囲（※工事範囲内すべて　・図示）

　　　　　(調査、撤去・処分は本工事に含む)

・建築物：撤去範囲（※図示　・　　）

ただし、ブレーカー(アイオン)の使用については監督員との協議によること。

　残すこと。汚損、破損については、施工前の状態へ復旧を行うこと。

・残置指定物については、解体着手前までに監督員との打ち合わせの上適切に

　(2tｺﾝﾃﾅ×1台程度)

・建物内の残置物(備品)については、本工事にて撤去すること

　従い、適切に処理すること

・工事中に新たに発見された構造物・処理が必要な物質等は、監督員の指示に

・建物・外構（アスファルト舗装・樹木）等の解体撤去後、地盤整地を行う。

・汚水槽、汚泥処分、消毒、機械撤去等は本工事に含む。

  (専門業者にて処分すること)

スイッチ類

医療ガス設備

ナースコール設備

避雷針突針

発電機設備

蓄電池設備

放送ｱﾝﾌﾟ設備・時計親機類

コンセント類

弱電設備

照明器具

高圧機器

中央監視盤

ＰＣＢ変圧器

ＰＣＢ蛍光灯

煙感知器

ハロンガス、消火設備

ＲＩ設備

浄化槽

汚水槽

衛生器具

ダクト設備

配管設備

冷媒

機器設備

搬送機器設備

エレベーター設備

　図示の有無にかかわらず特記なき限り全て撤去するものとする。

・工事区域内にある設備機器・設備配管は、地中埋設のものを含めて、

・埋設配管・桝：撤去範囲（※工事範囲内すべて　・図示）

コンプレッサー等を計画的に使用し、振動、騒音防止に留意すること。

採用すること。油圧破砕機、消音装置付低騒音ジャイアントブレーカー、

解体工法については、敷地状況・周辺状況に十分配慮し、適切な工法を

・工事期間中は、防音シート設置等必要な振動・騒音対策を十分講ずること。

　騒音・振動測定　　：※行う　　・行わない

　塵埃飛散対策　　　：※行う　　・行わない

　撤去建築物の養生　：※行う　　・行わない

※騒音規制法、振動規制法、条例等に準拠し、適切な騒音・振動対策を行う

・振動対策（低振動タイプの重機の使用等の配慮を行う）

・騒音対策（静音タイプの重機の使用、騒音発生部分の重点遮音対策を行う）

　

・既存建物内の一部を使用する

※ 設けない（受注者事務所に打ち合わせ会議室を設ける）

　　及び折衝等は受注者にて行い、監督員へ報告を行うこと。

　　又、これらに係る一切の費用は受注者の負担とする。

　　　　　　　　事後調査については、調査家屋の所有者と受注者にて協議を行い、

　　　　　　　　監督員へ提出すること。

　　　　　　　　処置後の合意文書等を取り交わした上、合意文書等の写しを

　有害物質処理工事着手前に処理対象物の存在場所、量を特定するために調査し、

　監督員に報告する。図面との差異が認められる場合は、監督員の指示に従う。

　　周辺家屋等を専門家により目視、測定等で調査を行わせ、写真等により

　　記録すること。調査及び調査後等の対応において、住民との日程調整

・有害物質の事前調査

　　工事着手前に隣接地及び必要と思われる周辺家屋等あるいは要求のあった

調査の要否

・排水（一般、医療用）

・ＲＩ排水

※要　　・否

※要　　・否

※要　　・否

※要　　・否

※要　　・否

※要　　・否

※要　　・否

※要　　・否

※要　　・否

・吸収式冷凍機（臭化リチウム）

・冷媒用フロン

・消火用ハロン

・ＰＣＢ

・ダイオキシン

・アスベスト含有建材

・アスベスト含有吹き付け材

調査項目

ﾎｳ素

ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ｾﾚﾝ,ﾌｯ素,

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,

　　調査報告　：事前調査後、速やかに書面にて報告を行うこと。

・土壌調査（産業廃棄物）

・ダイオキシン類土壌調査

・敷地内及び周辺の地下水の水質調査

・土壌状況調査

・活動記録等の調査

・土地履歴調査

　　調査項目

　　調査基準　：土壌汚染対策法及びその他の関連法令に従う

・土壌汚染、水質汚染の事前調査

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類上記各試料・ダイオキシン類表層調査

上記各試料

水銀,ｾﾚﾝ,砒素,ﾌｯ素,ﾎｳ素

ｶﾄﾞﾐｳﾑ,全ｼｱﾝ,,鉛,六価ｸﾛﾑ,・重金属等含有量調査

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,

ﾎｳ素,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,

ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ｾﾚﾝ,ﾌｯ素,

六価ｸﾛﾑ,砒素,水銀,ｱﾙｷﾙ水銀,PCB,

ｶﾄﾞﾐｳﾑ,全ｼｱﾝ,有機燐化合物,鉛,５地点法・重金属等表層土壌調査

分析分類採取方法数量調査項目

５地点法・ダイオキシン類表層調査

調査項目 採取方法 分析分類数量

調査項目 採取方法 分析分類数量

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,

1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,より採取

既存井戸等・地下水ＶＯＣ等調査

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,ｾﾚﾝ,ﾌｯ素,ﾎｳ素

水銀,ｱﾙｷﾙ水銀,PCB,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,

ｶﾄﾞﾐｳﾑ,全ｼｱﾝ,鉛,六価ｸﾛﾑ,砒素,

より採取

既存井戸等・地下水重金属等調査

1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,

ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,

1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,四塩化炭素,

六価ｸﾛﾑ,砒素,水銀,ｱﾙｷﾙ水銀,PCB,

ｶﾄﾞﾐｳﾑ,全ｼｱﾝ,有機燐化合物,鉛,

水銀,ｾﾚﾝ,ﾌｯ素,ﾎｳ素

ｶﾄﾞﾐｳﾑ,全ｼｱﾝ,鉛,六価ｸﾛﾑ,砒素,

・土壌ガス(ＶＯＣ)等調査

・重金属等含有量調査 上記各試料

上記各試料

数量 分析分類

５地点法

採取方法調査項目

・重金属等表層土壌調査

　　調査時期　：解体工事着工前・完了後

　解体工事にて、撤去・破損した場合は、受注者の責任において現状復旧すること。

　又、必要に応じて、復旧できるようにしておくこと。

8

7

6

立入禁止措置

仮設排水設備

整地及び盛土

埋め戻し､

※敷地全周　　・図示

・木杭80φ×H1500(根入L800)程度＋被覆番線(3段)

・フェンスバリケード(亜鉛めっき仕様H1800)＋設置用置基礎及び控え共

・その他

整地後は敷地内への立入禁止措置を施すこと。

側溝寸法　　　：　幅300mm～500mm程度×深さ300mm～必要勾配まで

会所寸法　　　：　縦500mm×横500mm×深さ500mm

施工位置　　　：　監督員との協議による。

素掘側溝および会所

　ただし会所を設け、土砂の流出が無い様にすること。

・敷地内の雨水は素掘側溝等により集水し、最寄の道路側溝へ流すこと。

・整地は敷地内に水溜りが残らぬよう、勾配を付け整地を行うこと。

範囲　　・工事車両通路含むすべての工事範囲　・図示

　　　　・建設汚泥から再生した処理土

種別　　※Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種　　　・Ｄ種

1 事前調査

事
前
調
査
等

４

項目 特記事項

　　調査項目　：家屋等の現状立ち会い調査

・敷地周辺の家屋調査

　に報告する。図面との差異が認められた場合は、監督員の指示に従う。

　解体工事着手前に解体対象物が、設計図と同一であるかを調査し、監督員

・建築物の事前調査

章

境界ポイント

2

3

騒音対策

振動

工法

　　　　　　　　　　　　　　・杭頭基礎埋設部のみ撤去（杭の引抜は含まない）

4

3

2

1

3

2

1

1

※ゴキブリ駆除及び殺鼠は解体工事前に行うこと。

※解体に際しては、濁水等を下流に流さないよう注意すること。

　６．その他必要書類

　５．計量証明書

　４．打合せ・協議議事録　３部

　３．現場写真帳　１部

　２．報告書概要版　Ａ４版　１部

　１．報告書　Ａ４ファイル製本（数量証明書添付）　５部（別に原稿１部）

・成果品

水槽の清掃

フロン

建築用断熱材

処理

冷媒フロン

等処理

消火用ハロン

処理

吸収式冷凍機

PCB処理

処理

ダイオキシン

の処理

建設廃棄物

5

4

事前措置

塵埃防止

1 解体範囲

8

7

6

5

4

3

2

1

等の対策

騒音・粉じん

仮囲い等

工事表示板

工事用電力

工事用水

休憩所・便所等

受注者事務所

事務所

監督職員

足場その他

項目章 特記事項特記事項

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

６

項目

５

建
設
廃
棄
物
の
処
理

章 特記事項

　　 管理区域の表示と関係者以外立ち入り禁止の表示をすること。

洗浄処理水分析：ＤＸＮ分析1検体、重金属分析8項目各1検体

　　　　　　　　　の簡易測定を洗浄作業前後に行うこと。

　　　　　　　　　　耐火煉瓦付着分1検体、解体コンクリート付着分1検体）

　　　　　　　　　（付着物2検体、空気中2検体、土壌2検体、

　　　　　　　　　を洗浄作業前に行うこと。

　　　　　　　　　耐火煉瓦付着分1検体、解体コンクリート付着分1検体）

ダイオキシン分析：ＤＸＮ分析、（付着物2検体、空気中2検体、土壌2検体、

　　　　　　　粉塵濃度測定を行うこと。（8検体）

　　　　　　　洗浄作業後の測定値に異常があれば、洗浄前も測定する。

　　　　　　　洗浄作業前の血液は保存しておく。(6検体)
作業環境測定：作業員血中濃度測定を洗浄作業の後に行うこと。（６検体）

廃棄物の処理：溶融・焼却処理（二次汚染防止）

洗浄水の処理：ろ過、凝集、沈殿装置により処理水と廃棄物を分離すること。

　　　　　　　防塵防毒併用タイプ呼吸用保護具・密閉型保護服を着用

作業員の服装：化学防護・長靴・手袋・エアラインマスク

 　　ブロアーを設置する。

 　　プレフィルター、ヘパフィルター及び適切な処理能力を有する

　　 作業場所内部の空気を一般環境中に放出する為に、

（5）換気装置・空気清浄機

　　　ダイオキシン類が拡散しないようにすること。

　　　汚染されているため、内部を負圧にして外部に

　　　第3管理区域の作業場所における空気は、ダイオキシン類に

（4）負圧室の設置

　　　ビニールシート等により覆いを施すこと。

　　　作業者の出入及び機材の搬入・搬出等を行う時以外は、

（3）対策を実施するために対象設備の壁面に開けた開口部は、

　　　管理区域の表示と関係者以外立ち入り禁止の表示をすること。

（2）他の作業区域の作業者が誤って立ち入らないように、出入口付近に

（1）他の作業所と養生・目張り等により密閉・区分すること。

（仕様：プラスチック養生、床 0.15ミリ以上　2重、壁 0.1ミリ以上　1重 ）

管理区域の密閉方法：レベル3

養生方法：材質、ポリシート　サイズ、厚さ　床0.15ミリ以上、壁0.1ミリ以上　

洗浄面積：

除去方法：高圧洗浄（二次元回転ノズル）

処理レベル：レベル3

除去場所：

処分する。

また、 産業廃棄物業者に依頼し、冷凍機本体は設備機器として分別廃棄

法令等に従い回収し、中和処理、焼却処分又は中間処理施設で再生処理する。

有毒物質が含有されていれば　5.3.1によるか又は製造業者に委託して、関係

毒性がなければ一般廃棄物とし適切に処理する。また、クロム酸リチウム等

吸収液は本体撤去の事前に、抜取りボトルに詰め、持ち帰り分析する。

こと。
収納すること。保管箱には「ＰＣＢ汚染物」と記したラベルを５面に添付する

ＰＣＢ含有物（安定器のコンデンサー等）は、ビニール袋等に梱包し保管箱に

等関係法令を尊守し処理を行うこと。

同法及び「使用済みＰＣＢ電気機器」、「ＰＣＢ使用電気機器の取扱い規定」

り特別管理産業廃棄物である。（廃油、汚染物も含む）

「使用済みＰＣＢ電気機器」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によ

撤去する照明器具が「使用済みＰＣＢ電気機器」に該当するか調査を行うこと。

再資源化等

　・　建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物　（　　　　　　　　　　）

　・　金属類　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　・　小形二次電池　（　　　　　　　　　　）

　・　木材　（　　　　　　　　　　）

　・　（　　　　　　　　　　）

処理に注意を要する建設廃棄物

　・　CCA処理木材　（クロム、銅、ひ素化合物系木材防腐剤処理木材　）

　・　石綿含有せっこうボード　（　　　　　　　　　　）

　・　ひ素・カドミウム含有せっこうボード　（　　　　　　　　　　）

　・　上記以外のせっこうボード　（　　　　　　　　　　）

特記事項

特記事項項目章

６

破壊等の処理を行うには主務大臣から許可が必要とする。

設備業者及び機器製造者が行うものとし、ハロンバンク推進委員会の

登録した回収業者により冷媒を小型ボンベに回収し、一旦集積所へ運搬する。

冷媒回収時には回収量等を都道府県知事に報告を行う。

焼却による破壊処理が可能な処理施設で適正に処理する。

専門業者により汚泥を引き抜き清掃する。バキュームカーで汚泥を

消毒を行った後,水槽の撤去を行う。

搬送汚泥処理工場にて処理する。汚泥引き抜き後の水槽は、

破壊後は主務大臣に破壊量を報告する。

都道府県知事から主務大臣に通知される。

集積所からフロン類破壊業者へ運搬し、フロン類破壊再生工場にて処理する。

再利用できるものはリサイクルする。

データベースに登録する。回収したハロン等のガスはハロンバンクへ引き渡し、

項目章 特記事項

特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

※受注者にて準備　(手配に係る一切の手続き費用等は受注者の負担)

標準仕様

　構内既存施設

　構内既存施設

解
体
施
工

３

解
体
施
工

３

２

仮
設
工
事

特記事項

特記事項

特記事項項目

章 項目

章 項目 特記事項章

外部足場

内部足場 の付属設備機器、材料の撤去は本工事に含む。

電気・水道・ガス等については、切断を確認し、配管配線及びこれら

塵埃を発生する作業については、圧力ポンプによる散水を十分に行い、

塵埃飛散防止に努めること。

※受注者にて準備　(手配に係る一切の手続き費用等は受注者の負担)

※高圧散水機による散水養生

※防護シートによる養生　　※行う(・防音パネル　・防音シート）

図示による。

　　　　　　　　　  　　　・行わない

[2.4.1]　

地色：白エナメル

字色：７．５ＧＹ－６／１１

字体：ゴシック体

寸法：縦　540mm×横840mm×厚40mm

材質：亜鉛鍍鉄板（木製下地）

○○

○○

○○

機械工事　○○

電気工事　○○

建築工事　○○

設　計

発注者

工　期

工事名

施　工

監　理

※設ける　　　※標準仕様のものを設ける。

・監督員の指示する仕様のものを設ける。

・設けない

[2.4.1]　

※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

[表 2.2.1]　

（※ハツリ工事を伴う工事を行なう建物は防音ｼｰﾄ張り(一部採光ｼｰﾄ)とする。）

※ きゃたつ、足場板等　　・（　　　　　　）

※ A 種

 移動式足場を使用する。

 仮設ゴンドラを使用する。

 施工箇所面に単管足場を設ける。

 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける。

 施工箇所面に枠組足場を設ける。

・ E 種

・ D 種

・ C 種

・ B 種

外 部 足 場 等種　別

※ 行う  ・ 行わない

防護シート等の設置

 登り桟橋等による。

 既存階段による。

 二本溝リフト等による。

 既存エレベーターによる。

 トラッククレーン等による。※ B 種

・ A 種

・ E 種

・ D 種

・ C 種

外 部 足 場 等種　別

材料、撤去材等の運搬方法

標仕H25[表 2.2.1]　

[2.2.1]　

[2.4.1]　

[2.4.1]　

・構内に設置する（規模及び仕上げの程度は監督職員と協議する）

・既存建物内の一部を使用する

※構内に設置する（規模及び仕上げの程度は監督職員と協議する）

[2.4.1]　

※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

章 項目

解体工事特記仕様書(2)

1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ,

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,

兵庫労働局　○○

仕様：鋼板製SOP塗装(片面)　Ｈ＝3000(小扉付)　パネルゲートＷ＝4600　１ヶ所設置

・植栽(伐根共)：撤去範囲（・図示　　・工事に支障のある範囲のみ　）

大久保宿舎解体工事

A-03
大久保宿舎解体工事件　名

図　名 解体工事特記仕様書(2)

兵庫労働局 総務部 総務課 令和６年１２月

S=N.S
尺
度

葉
数



床塩ビタイル

フランジ部パッキン撤去　配管径75

フランジ部パッキン撤去　配管径100

フランジ部パッキン撤去　配管径125

フランジ部パッキン撤去　配管径150

エルボ部パッキン撤去　配管径20

エルボ部パッキン撤去　配管径25

エルボ部パッキン撤去　配管径50

エルボ部パッキン撤去　配管径75

か所

か所

か所

か所

か所

か所

か所

か所-

-

-

-

-

-

-

-

特記事項

数量 単位 備考

章 特記事項章 特記事項項目章

項目章

項目 特記事項

特記事項

項目

７

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
材
の
除
去
及
び
処
理

面積施工部位 含有材

含有建材

アスベスト含有部位リスト

備考

(単位㎡）

アスベスト含有建材リスト

床長尺ｼｰﾄ

㎡

㎡

㎡

㎡

・集じん装置併用手工具ケレン工法

・集じん装置付き高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa程度）

・集じん装置付き超高圧水洗工法（100MPa以上）

・超音波ケレン工法（HEPAフィルター付き掃除機併用）

・剥離剤併用手工具ケレン工法

・剥離剤併用高圧水洗工法（30～50Mpa程度）

・剥離剤併用超高圧水洗工法（100Mpa以上）

・剥離剤併用超音波ケレン工法

除去工法：※管理産業廃棄物処理場での処理  ・高熱処理施設での処理

アスベスト含有建材(成型板)の撤去：  ・有  ・無

アスベスト含有分析調査：※行う（　２点　)  ・行わない

1.アスベスト含有建材の撤去

     行う。

　(1)アスベスト成型板の撤去は、内装材及び外部建具表等の撤去にさきがけて

　(2)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラス

     の破損箇所又は換気扇枠等で粉塵が外部に飛散するおそれがある箇所をビ

     ニールシート等でふさぐものとする。
　(3)アスベスト成型板の撤去は、可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行

     うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベス

     ト成形板を撤去する場合は、できる限り、原形のまま撤去する。

     状態として作業を行う。
　(4)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト成形板を常に湿潤な

　(5)撤去作業者には、防塵マスク、防護めがね及び作業衣を着用させる。

　(6)撤去作業後、アスベスト成型板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した

     粉塵が残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分

     に行う。

2.アスベスト成型板の集積、運搬等

3.アスベスト成型板の処分等

　(1)撤去したアスベスト成型板の集積及び積み込みに当たっては、高所より

     投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。

　(2)細かく破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に

     入れる等、飛散防止の処置を講じる。

　(3)撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合

     は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、

     シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アス

     ベスト成型板の保管場所であることの表示を行う。

　(4)アスベスト成型板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等

     で覆い、飛散防止に努める。

　(5)アスベスト成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場

     合は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。

　(1)アスベスト成型板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。

     なお、マニュフェストには、アスベスト成型板であることを明示する。

　(2)撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合は、マニュフェスト

     を監督職員に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。

　(1)計画書を作成し、関係官庁に提出し、協議を行う。

　(2)作業主任者を選出する。

　(3)作業場所の隔離し、換気設備をそなえる。

　(4)作業員の保護(呼吸用の保護具、保護衣等）を行う。

　(5)撤去部分の湿潤を行い、アスベストの飛散を最小限とする。

　(6)アスベスト濃度測定を行う。

　(8)廃棄物は飛散しないよう養生し、適切に搬出すること。

　(7)工事に使用した排水の処理を行うこと。

　(9)工事終了後清掃を行いアスベストが残存しないよう徹底する。

アスベスト含有吹き付け材の撤去

封じ込め処理 : ※処理済み  ・未処理

　　　　　して処分  

除去工法：隔離措置と同等の措置と判断できる工法、特別管理産業廃棄物と

　一定の場所で埋立処分する。

除去したアスベスト含有仕上塗材の処分

除去工法：下記と同等以上の工法とすること。

除去方法：手順等については厚生労働省「石綿飛散漏洩防止対策徹底

　　　　　ﾏﾆｭｱﾙ〔2.10版〕及び国立研究開発法人建築研究所・日本建築

　　　　　仕上材工業会「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用

　　　　　仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針」に準拠すること。

　埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の

アスベストの粉じん濃度測定について

既存塗膜の除去作業の作業前・作業中・作業後それぞれにおいて、敷地境界

４か所の計１２点において粉じん濃度の測定を行うこと。

また除去期間が１週間を超えると４か所/１週間を追加すること。具体的な測定

場所等は監督員と協議を行うこと。

塗膜の剥離撤去に関しては以下の仮設資材を設ける。

ａ．プラスチックシート（作業床部@0.15mm　２重）

ｂ．粘着テープ等

ｃ．プラスチック袋（厚さ0.15mm以上のもので石綿含有材・保護衣等の廃棄用

　　とする。）

ｄ．保護衣、作業用靴又は靴カバー及び作業用手袋

ｅ．呼吸用保護具（国家検定の防塵マスク）

ｆ．保護衣、呼吸用保護具の保管箱

アスベスト粉じん濃度測定

・ 行う（測定名称及び測定点は下表による）(1棟あたり)

測定箇所　※ 監督員との協議による

備　考測定名称

・ 測定 1

・ 測定 2

・ 測定 3

・ 測定 4

・ 測定 5

・ 測定 6

処理作業前

測定時期

処理作業室内

施工区画周辺又は
敷地境界

測定場所

測定点(各施工

箇所ごと）

－

－

－

の性能確認

4方向各1点

1　　点

1　　点

2又は3点

4方向各1点

2又は3点

集じん・排気装置

の排出口　(処理

作業室外の場合)

施工区画周辺又は

敷地境界

処理作業室内

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

処理作業中

空気の流れ確認

集じん排気装置

・ 測定 7

・ 測定 8

処理作業室内

施工区画周辺又は

敷地境界
4方向各1点

2又は3点 －

－

処理作業後

撤去前

隔離ｼｰﾄ

・ 測定 10 施工区画周辺又は

敷地境界

4方向各1点 －

・ 測定 9

ｼｰﾄ

処理作業後 処理作業室内 2又は3点 －

処理作業が1週間

超の場合1週間に

1回以上の頻度で

実施

以降

撤去後1週間

アスベスト

含有部位一覧

吹付

アスベストの

処理

アスベスト

含有建材

(成型板)の

処理

アスベスト

含有仕上塗材

の処理

アスベスト

粉じん濃度測定

1

2

3

4

5

※仮設足場防音シートにて覆うこと。

防音シート張り

飛散防止ｼｰﾄ屋根

除去塗膜・排水受け部

足場外周

▽Ｇ.Ｌ.

足場

建築物

最下部(地盤面)
プラスチックシート２重張り(立上げ共)

プラスチックシート２重張り
足場各段

仮設足場廻り概略図

ｇ．養生撤去前(除去完了後)には飛散防止剤散布

・湿式集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

解体工事特記仕様書(3)

塔屋、煙突、笠木他 284.1

外周　塀 404.1複層仕上塗材

複層仕上塗材

複層仕上塗材外壁（主体庁舎）

複層仕上塗材外壁（会議室棟） 325.7

天井ボード類

壁　リシン吹付、塗装仕上材 82.8

1,147
1,000

104

676.2

A-04
大久保宿舎解体工事 図

番
件　名

図　名 解体工事特記仕様書(3) 尺
度

S=N.S

兵庫労働局 総務部 総務課 令和６年１２月



撤去済

件　名

図　名

令和６年１２月

S=1/100
尺
度

図
番

大 久 保 宿 舎 解 体工 事

兵庫労働局 総務部 総務課  

配 置  案 内 図

撤去

撤去

撤去

撤去 撤去

撤去

撤去
撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去
撤去

撤去

撤去

撤去

撤去撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去撤去
撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

車止メ撤去

撤去

撤去

土間漉取りmm

基礎地中梁撤去後(地盤改良)

基礎地中梁撤去後(地盤改良)

撤去

浄 化 槽

宅地内漉取り整地H100mm（砕石敷H150mm勾配整地）既存境界ﾌｴﾝｽ（囲い）に利用

A-05



凡例 荷揚げ用25tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ
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18. 85

7. 34

4. 90
1. 83

7. 33
6. 721. 837. 31

2. 35

4.
39

28. 2
0

2. 26
5. 16

5. 64
6. 50

1. 17

13. 70

15. 22

14. 27

フ ェ ンス

電柱

電柱

E

E
E

E
E

E

E

E
E

E

E

EE
EEE

M

N N
N N

N

R

N

C

明石市管理道路

1
,
80

0
.3

1
,5

9
9
.4

705

297

707

706

603

619

2.7
9

2.55

462電柱

5.53

99

15.72

建 物

道　路建 物

627
260 261 491

626

厚生労働省大久保宿舎建物 RC4階建

RC4階建

ポンプ室

ﾌﾞﾛｯｸ積

建 物

建 物
建 物

建 物

Ｓ =1/250

建 物

明

石

市

管

理

道

路

雇用・能力開発機構道路

奥北野宿舎

側
溝

側
溝

駐 車 場

道　路

建 物

1189-1用地実測図・用地平面図　S=1/200

　

E　：　金 属 プレート

N　：　コンクリート刻み赤ペンキ

C　：　コンクリート杭

R　：　プラスチック杭

下　　　　ケ　　　　池

1

監督職員と協議の上決定すること。

2

本工事の施工に際して近隣より苦情のあった場合は請負者にて処理すること。

工事着手前に現況を十分把握の上近隣対策には監督職員と十分打合せを行い対応する事。

監督職員と十分な打合せを行い対応すること。

労働安全衛生法等関係法令に適合するものとし、仮設計画・仮囲い等を参考とすること。

仮設足場及び囲い（鋼製ﾊﾟﾈﾙ）、鋼製ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ・単管建枠組及び防音ｼｰﾄ等については、

 給水ﾒｰﾀｰ、電気設備の調査・現況を十分把握し申請手続後着手すること。

請負者は各庁舎の外構部に設置及び埋設している、既存浄化槽（ｶﾞｽﾒｰﾀ）・その他機器及び

足場（組立・撤去）重機の搬入出時などの危険作業を行う時は、安全監視員を配置すること。

工事期間中は必ず警備員を配置し、職員、歩行者，通行車両等の安全に努めること。

7

6

5

4

3

（１名以上）

新設境界杭周辺の土間撤去については十分注意をし保存状態を保ち工事に支障及び障害がある場合は、

仮設事務所、仮設便所等の工事用施設を設ける場合又は場所については

明石市管理道路

道路中央線

9.29

79

駐車場

搬入・搬出

道　路

搬入

搬出

駐車場

ｱｽﾌｧﾙﾄ及縁石ﾌﾞﾛｯｸ

搬入・搬出

安全監視員

安全監視員

ｺｰﾝ

ｺｰﾝ

ｺｰﾝ

ｺｰﾝ

ｺｰﾝ

ｺｰﾝ

ｺｰﾝ

材料置場
予定地

作業員

駐車場予定地

大 小

工事用仮設便所

図　名

件　名 大 久 保 宿 舎 解 体 工 事

共通　仮設計画図

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  

図
番

尺
度 S=1/100

A-06

令和６年１２月

既
存
宅
地
内
フ
ェ
ン
ス
撤
去

作業エリア

既存フェンス再利用

既
存
フ
エ
ン
ス
再
利
用

既存フェンス再利用

既
存
フ
ェ
ン
ス
再
利
用

アスファルト舗装

アスファルト舗装

縁石ﾌﾞﾛｯｸ
縁石ﾌﾞﾛｯｸ

縁石ﾌﾞﾛｯｸ
撤去

ｸﾞﾚｰﾁ
ﾝｸﾞ撤

去

構内ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去

1・2号棟

鋼製ﾊﾟﾈﾙ H3.000を示す。



C　：　コンクリート杭
N　：　コンクリート刻み赤ペンキ
E　：　金 属 プレート
M　：　金 属 鋲

R　：　プラスチック杭

707
706705297296295

293

491261

260627

626

710
621

622
141 144 148 466 99 79 462

619
603

651

1191-161

1191-48

1191-50
1191-76

1191-1

（ 道　 路）

E

E

E
E E

E
E

EEEEEEE

EE

M

N
N N N N R

N

C

0. 1218. 85
7. 344. 901. 837. 33

6. 72
1. 83

7. 31

2. 35

4.
39

28
.2
0

2. 26
5. 16

5. 64
6. 50 1. 17 13. 70 15. 72 5. 53 2. 55

9. 29

2. 79

15. 22

14. 27

1191-1

（ 道　 路）

1191-1

（ 道　 路）
1191-1

（ 道　 路）

平成 27年 10月 6日 測 量

P1( 623)

P2( 624)

P3( 628)
P4( 629)
マンホール中心

マンホール中心

マンホール中心

マンホール中心

図　名

件　名 大 久 保 宿 舎 解 体 工 事

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  

図
番

尺
度 S=1/100

令和６年１２月

１・2号棟
共通　地積測量図

A-07



件　名

図　名
１号棟

仕上表及求積表

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  

大 久 保 宿 舎 解 体 工 事 図

番

尺

度

令和６年１２月

A-08

S=N.S



件　名

図　名 S=1/100

S=1/50

図
番

尺
度

１号棟

大久保宿舎解体工事

各階平面図、天井伏図、床伏図

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  令和６年１２月

A-09



件　名

図　名

大 久 保 宿 舎 解 体 工 事
１号棟

東・西・南 立面図、断面図

兵庫労働局 総務部 総務課 令和６年１２月

図

番
A-10

S=1/100
尺
度



１号棟

件　名

図　名
階段平面及断面詳細図

令和６年１２月

大久保宿舎解体工事 図

番

尺
度

A-11

S=1/20

兵庫労働局 総務部 総務課 



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

１号棟

矩計図

兵庫労働局  総務部  総務課  令和６年１２月

図

番

尺
度 S=1/20

A-12



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

兵庫労働局 総務部 総務課 

１号棟

各部詳細図、展開図

令和６年１２月

図

番

尺
度 S=1/50

A-13



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

１号棟

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  

各部詳細図

令和６年１２月

図

番

尺
度

A-14

S=1/10

S=1/20



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

１号棟

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  令和６年１２月

図

番

尺

度

A-15

S=1/30

S=1/50ボンベ庫・平面・立面・詳細断面図



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

兵庫労働局 総務部 総務課 

受水槽、ポンプ室、焼却炉廻り､ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

令和６年１２月

図

番

尺
度

１号棟

A-16

S=1/30
S=1/50



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

１号棟

兵庫労働局 総務部  総務課  令和６年１２月

図

番

尺
度

A-17

S=1/40

S=1/100床梁伏、基礎伏、地中梁リスト図



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  

図

番

尺
度

A-18

S=1/40

令和６年１２月

１ 号 棟

柱 ･梁 ･ｽﾗﾌﾞ･各配筋 ﾘｽﾄ
及階段･配筋図



件　名

図　名
１号棟

大久保宿舎解体工事

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  

図

番

尺

度

A-19

S=1/40

令和６年１２月

3通り・A通り　配筋詳細図



件　名

図　名

大久保宿舎解体工事

４通り・C通り　配筋詳細図（2

１号棟

兵 庫 労 働 局  総 務 部  総 務 課  

図

番

尺

度

A-20

S=1/40

令和６年１２月


